
○
内
閣
府
令
第　
　
　

号 

　

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
銃
砲
刀

剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
及
び
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三

十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

　
　

令
和　

年　
　

月　
　
　

日 

　

内
閣
総
理
大
臣　

石
破　
　

茂　
　

 

　
　
　

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令 

　

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ

の
標
記
部
分
（
［　

］
で
注
記
し
た
項
番
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と

い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部



分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
金
属
性
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
の
測
定
の
方
法
）

（
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
の
測
定
の
方
法
）

第
二
条

［
１
］

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定

第
二
条

［
項
を
加
え
る
。
］

め
る
金
属
性
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
単
位
は
、
ジ
ュ
ー
ル
と
す
る
。
以

下
同
じ
。
）
の
値
の
測
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
基
づ
き
算
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

水
平
方
向
に
発
射
さ
れ
た
金
属
性
弾
丸
が
弾
道
の
上
に
お
け
る
銃
口
か

ら
水
平
距
離
で
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
点
と
一
・
二
五
メ
ー
ト

ル
の
点
と
の
間
を
移
動
す
る
速
さ
を
測
定
し
た
と
き
に
お
け
る
測
定
値

二

金
属
性
弾
丸
の
質
量
の
測
定
値

２

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
金
属
性
弾
丸
の
運
動
エ

［
１
］

法
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定

ネ
ル
ギ
ー
の
値
の
測
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
基
づ
き
算
出
す
る
こ
と
に

め
る
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
単
位
は
、
ジ
ュ
ー
ル
と
す
る
。
以
下
同
じ

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

。
）
の
値
の
測
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
基
づ
き
算
出
す
る
こ
と
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

一

水
平
方
向
に
発
射
さ
れ
た
金
属
性
弾
丸
が
弾
道
の
上
に
お
け
る
銃
口
か

一

水
平
方
向
に
発
射
さ
れ
た
弾
丸
が
弾
道
の
上
に
お
け
る
銃
口
か
ら
水
平

ら
水
平
距
離
で
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
点
と
一
・
二
五
メ
ー
ト

距
離
で
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
点
と
一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
点

ル
の
点
と
の
間
を
移
動
す
る
速
さ
を
、
室
内
に
お
い
て
そ
の
温
度
が
二
十

と
の
間
を
移
動
す
る
速
さ
を
、
室
内
に
お
い
て
そ
の
温
度
が
二
十
度
か
ら

度
か
ら
三
十
五
度
ま
で
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
測
定
し
た
と
き
に
お
け
る

三
十
五
度
ま
で
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
測
定
し
た
と
き
に
お
け
る
測
定
値

測
定
値

二

金
属
性
弾
丸
の
質
量
の
測
定
値

二

弾
丸
の
質
量
の
測
定
値

（
人
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
し
得
る
金
属
性
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値

（
人
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
し
得
る
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
）

）
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第
三
条

金
属
性
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
き
法
第
二
条
第
一
項
各
号
の

第
三
条

弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
き
法
第
二
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で

内
閣
府
令
で
定
め
る
値
は
、
金
属
性
弾
丸
を
発
射
す
る
方
向
に
垂
直
な
当
該

定
め
る
値
は
、
弾
丸
を
発
射
す
る
方
向
に
垂
直
な
当
該
弾
丸
の
断
面
の
面
積

金
属
性
弾
丸
の
断
面
の
面
積
（
単
位
は
、
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
単
位
は
、
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
第
九
十
九
条
に
お
い
て
同
じ

第
九
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
最
大
の
も
の
に
二
十
を
乗
じ
た
値

。
）
の
う
ち
最
大
の
も
の
に
二
十
を
乗
じ
た
値
と
す
る
。

と
す
る
。

（
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
構
造
又
は
機
能
の
基
準
）

（
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
構
造
又
は
機
能
の
基
準
）

第
十
九
条

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の

第
十
九
条

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の

内
閣
府
令
で
定
め
る
実
包
又
は
金
属
性
弾
丸
の
数
は
、
六
発
（
ラ
イ
フ
ル
銃

内
閣
府
令
で
定
め
る
実
包
又
は
金
属
性
弾
丸
の
数
は
、
六
発
（
ラ
イ
フ
ル
銃

（
腔
旋
を
有
す
る
部
分
が
銃
腔
の
長
さ
の
半
分
を
超
え
な
い
ラ
イ
フ
ル
銃
で

以
外
の
猟
銃
に
あ
つ
て
は
、
三
発
）
と
す
る
。

こ
う

あ
つ
て
、
ラ
イ
フ
ル
実
包
を
発
射
す
る
機
能
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
次

項
第
一
号
イ
に
お
い
て
「
ラ
イ
フ
ル
実
包
発
射
ラ
イ
フ
ル
銃
等
」
と
い
う
。

）
以
外
の
猟
銃
（
次
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
「
散
弾
銃
等
」
と
い
う
。
）
に

あ
つ
て
は
、
三
発
）
と
す
る
。

２

令
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
内
閣
府

２

［
同
上
］

令
で
定
め
る
口
径
の
長
さ
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
専

ら
と
ど
、
熊
そ
の
他
大
き
さ
が
こ
れ
ら
に
類
す
る
獣
類
の
捕
獲
又
は
殺
傷
の

用
途
に
供
す
る
猟
銃
の
口
径
の
長
さ
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

。一

猟
銃

一

［
同
上
］

イ

ラ
イ
フ
ル
実
包
発
射
ラ
イ
フ
ル
銃
等

十
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

イ

ラ
イ
フ
ル
銃

十
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

ロ

散
弾
銃
等

十
二
番

ロ

ラ
イ
フ
ル
銃
以
外
の
猟
銃

十
二
番

二

［
略
］

二

［
同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
帳
簿
）

（
帳
簿
）
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第
八
十
七
条

法
第
十
条
の
五
の
二
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

第
八
十
七
条

［
同
上
］

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

実
包
を
製
造
し
た
場
合

製
造
し
た
実
包
の
種
類
（
ラ
イ
フ
ル
実
包
以

一

実
包
を
製
造
し
た
場
合

製
造
し
た
実
包
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
製

外
の
実
包
に
あ
つ
て
は
、
単
弾
又
は
散
弾
の
別
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

造
し
た
年
月
日

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
数
量
並
び
に
製
造
し
た
年
月
日

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

六

実
包
を
消
費
し
た
場
合

消
費
し
た
実
包
の
種
類
及
び
数
量
、
消
費
し

六

実
包
を
消
費
し
た
場
合

消
費
し
た
実
包
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
消

た
年
月
日
及
び
場
所
並
び
に
消
費
の
た
め
に
使
用
し
た
猟
銃
の
所
持
の
許

費
し
た
年
月
日
及
び
場
所

可
に
係
る
許
可
番
号
そ
の
他
の
当
該
猟
銃
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項

七

［
略
］

七

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
弾
丸
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
の
測
定
の
方
法
）

第
九
十
八
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
弾
丸

［
条
を
加
え
る
。
］

の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
値
の
測
定
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
基
づ
き
算
出
す

る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

水
平
方
向
に
発
射
さ
れ
た
弾
丸
が
弾
道
の
上
に
お
け
る
銃
口
か
ら
水
平

距
離
で
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
点
と
一
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
点

と
の
間
を
移
動
す
る
速
さ
を
、
室
内
に
お
い
て
そ
の
温
度
が
二
十
度
か
ら

三
十
五
度
ま
で
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
測
定
し
た
と
き
に
お
け
る
測
定
値

二

弾
丸
の
質
量
の
測
定
値
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



　
　
　

附　

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条　

こ
の
府
令
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の

日
（
令
和　

年　
　

月　
　
　

日
。
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。 

　

（
ラ
イ
フ
ル
銃
の
構
造
又
は
機
能
の
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条　

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
（
改
正
法
附
則
第
四
条
に
規

定
す
る
更
新
さ
れ
た
許
可
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
当
該
許
可
に
係
る
猟
銃
が
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
十
三
第
四
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
ラ

イ
フ
ル
銃
（
次
条
に
お
い
て
「
新
法
ラ
イ
フ
ル
銃
」
と
い
う
。
）
（
旧
法
第
三
条
の
十
三
第
四
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
ラ

イ
フ
ル
銃
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
ラ
イ
フ
ル
銃
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
に
係

る
当
該
特
定
ラ
イ
フ
ル
銃
に
つ
い
て
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
第
一
号
ロ
中
「
ラ
イ
フ
ル
銃
」
と
あ
る
の
は
、
「
ラ
イ
フ
ル
銃
（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部



を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第　
　
　

号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
特
定
ラ
イ
フ
ル
銃
を
除
く
。
）
」

と
す
る
。 

　

（
猟
銃
等
射
撃
指
導
員
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条　

新
法
ラ
イ
フ
ル
銃
に
係
る
猟
銃
等
射
撃
指
導
員
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締

法
施
行
規
則
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に
当
該
者
が
特
定
ラ
イ
フ
ル
銃
を
所
持

し
て
い
た
期
間
は
、
新
法
ラ
イ
フ
ル
銃
を
所
持
し
て
い
た
期
間
と
み
な
す
。 

　

（
仮
領
置
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条　

改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
手
続
に
つ
い
て

は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

第
五
条　

改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
法
第
十
一
条
第
十
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
手
続

に
つ
い
て
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
第
四
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

　

（
特
定
電
磁
石
銃
の
保
管
の
設
備
及
び
方
法
の
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
六
条　

改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
十
条
の
四
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
錠
を



備
え
て
い
る
居
室
そ
の
他
の
設
備
に
お
い
て
確
実
に
施
錠
し
、
か
つ
、
特
定
電
磁
石
銃
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
電
磁
石
銃
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
覆
い
を
か
ぶ
せ
る
な
ど
管
理
上
支
障
の
な
い
よ
う
に
し
て
保

管
す
る
こ
と
と
す
る
。 

第
七
条　

改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
法
第
四
条
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
特
定
電
磁
石
銃
所

持
者
（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
電
磁
石
銃
所
持
者
を
い
う
。
）
が
所
持
す
る
特
定
電
磁
石
銃
の
保
管

に
係
る
新
法
第
十
条
の
四
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
第
八
十
三
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
錠
を
備
え
て
い
る
居
室
そ
の
他
の
設
備
に
お
い
て
確
実
に
施
錠
し
、
か
つ
、
特
定
電
磁
石
銃
に
覆
い

を
か
ぶ
せ
る
な
ど
管
理
上
支
障
の
な
い
よ
う
に
し
て
保
管
す
る
こ
と
と
す
る
。 

　

（
確
認
又
は
許
可
証
の
提
示
の
方
法
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
八
条　

改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め

る
方
法
に
つ
い
て
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
第
九
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
一
号
中
「
、
第
四
号
の
六
、
第
四
号
の
七
、
第
八
号
、
第
十
二
号
又
は
第
十
四
号
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
に

該
当
す
る
」
と
、
同
号
イ
中
「
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
二
、
第
四
号
の
六
、
第
四
号
の
七
、
第
八
号
、
第
十
二
号
又
は



第
十
四
号
に
掲
げ
る
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
」
と
あ
る
の
は
「
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

六
年
法
律
第
四
十
八
号
。
ハ
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
電
磁
石
銃
」
と
、

「
「
特
定
銃
砲
刀
剣
類
等
」
と
あ
る
の
は
「
単
に
「
特
定
電
磁
石
銃
」
と
、
「
又
は
そ
の
使
用
人
に
」
と
あ
る
の
は
「
に
」

と
、
「
銃
砲
等
若
し
く
は
刀
剣
類
」
と
あ
る
の
は
「
電
磁
石
銃
」
と
、
「
国
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
「
国
又
は
」
と
、

「
、
当
該
譲
受
人
等
に
係
る
教
習
射
撃
場
指
定
書
若
し
く
は
練
習
射
撃
場
指
定
書
、
当
該
譲
受
人
等
が
武
器
等
製
造
法
の
猟

銃
等
販
売
事
業
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
又
は
当
該
譲
受
人
等
に
係
る
銃
砲
刀
剣
類
製
造
等
届
出
書
（
以
下
「
証
明

書
類
」
と
総
称
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
（
以
下
「
証
明
書
類
」
と
い
う
」
と
、
「
（
使
用
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
証
明
書
類
及
び
当
該
譲
受
人
等
の
使
用
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
）
の
」
と
あ
る
の
は
「
の
」
と
、
「
又
は
業
務

の
」
と
あ
る
の
は
「
の
」
と
、
「
当
該
特
定
銃
砲
刀
剣
類
等
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
電
磁
石
銃
」
と
、
同
号
ロ
中
「
特

定
銃
砲
刀
剣
類
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
電
磁
石
銃
」
と
、
「
又
は
業
務
の
」
と
あ
る
の
は
「
の
」
と
、
「
又
は
そ
の
使
用

人
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
で
あ
る
」
と
、
「
（
使
用
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
証
明
書
類
及
び
当
該
譲
受
人
等

の
使
用
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
）
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
に
よ
り
」
と
、
同
号
ハ
中
「
三
年
を
経
過
す
る
日

前
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
」
と
、
「
特
定
銃
砲
刀
剣
類
等
」



と
あ
る
の
は
「
特
定
電
磁
石
銃
」
と
、
「
又
は
業
務
の
」
と
あ
る
の
は
「
の
」
と
、
「
又
は
そ
の
使
用
人
で
あ
る
」
と
あ
る

の
は
「
で
あ
る
」
と
、
「
（
使
用
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
証
明
書
類
及
び
当
該
譲
受
人
等
の
使
用
人
で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
書
類
）
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
に
よ
り
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
」
と
あ
る
の
は

「
特
定
電
磁
石
銃
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
九
条　

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、

当
分
の
間
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。 

２　

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


